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会  議  録 

 

会 議 の名 称 令和元年度第１回藤井寺市柏原市学校給食組合総合教育会議 

開 催 日 時 令和元年１１月２２日（金）  午前１１時００分 ～ １１時１３分 

開 催 場 所 藤井寺市柏原市学校給食組合会議室 

 

 

 

 

出 席 者 

 

（構成員）   

管理者        岡田 一樹 

教育委員会 

   教育長       濱崎  徹 

   委員        藤本 英生 

   委員        粂野 聡史 

   委員        新子 寿一 

   委員        山﨑 裕行 

 

 

（給食組合関係者）   

副管理者      冨宅 正浩 

理事兼給食課長   川村  務 

給食課主幹      三並 加奈 

給食係長       辻  佳英 

    

（事務局）   

事務局長       白木 信生 

次長兼総務課長   塩野 臣成 

総務課長代理     花田  淳 

総務係長       馬越 早希子 

 

会 議 の議 題 （１） 藤井寺市柏原市学校給食組合総合教育会議運営要綱の一部改正について 

（２） その他 
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議   事  

○事務局（司会） 

皆さま、おはようございます。 

定刻となりましたので、ただ今より令和元年度第１回藤井寺市柏原市学校給食組合総合教育会議を

開会させていただきます。 

本日はご多忙の中、ご出席を賜わりまして誠にありがとうございます。 

本会議の庶務であり、司会を務めさせていただきます総務係長の馬越でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

なお、本会議は、藤井寺市柏原市学校給食組合総合教育会議運営要綱第３条第４項にて規定してお

ります開催要件、「管理者および教育長等のうち１人以上の出席による」を満たしておりますので、

本会議が成立しておりますことをまた、運営要綱第４条により、会議を公開しておりますが、本日は

傍聴者がおられませんことをここでご報告申し上げます。 

また、本会議は議事録を作成し、ホームページ等で公開する予定でございます。つきましては、会

議の内容を録音させていただきまして、議事録作成後に消去いたしますので、ご理解、ご了承をお願

いいたします。 

それでは、会議の開会にあたりまして、岡田管理者よりご挨拶を申し上げます。 

 

○管理者 

皆さま、おはようございます。 

藤井寺市長の岡田一樹でございます。本年４月の藤井寺市長選挙におきまして、多数の市民の方々

のご支援によりまして当選をさせていただきまして、５月１７日より藤井寺市長に就任いたしまし

た。 

また、冨宅柏原市長様との協議のうえ、当学校給食組合の管理者にも就任をいたしております。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日は令和元年度第１回総合教育会議でございます。 

皆さま、ご多忙中にもかかわりませず、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

皆さまにおかれましては、日頃から学校給食組合、また学校給食に関しまして、ご理解、ご協力を

賜わっておりますことに対しまして、心から厚くお礼申しあげます。 

本日の案件は、本総合教育会議運営要綱の一部改正についてでございますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。 

 

○事務局（司会） 

続きまして、ご出席者のご紹介を私のほうからさせていただきます。 
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（ 出席者紹介 ） 

 

それでは、議事に入らせていただきます。 

会議は、総合教育会議運営要綱第３条第１項の規定により、管理者が議長となります。 

ここからの会議の進行を管理者にお願いしたいと思います。 

岡田管理者、よろしくお願いいたします。 

 

○管理者 

それでは、運営要綱に基づきまして、議長を務めさせていただきますので、皆さま、どうぞよろし

くお願いいたします。 

まず、案件の１、藤井寺市柏原市学校給食組合総合教育会議運営要綱の一部改正についてでござい

ます。 

このことにつきまして、事務局よりご説明お願いします。 

 

○事務局 

それでは、藤井寺市柏原市学校給食組合総合教育会議運営要綱の一部改正につきまして、私のほう

からご説明をさせていただきます。 

平成２７年４月１日に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が施行され、首長と

教育委員会が協議・調整を行う場として首長が主宰する総合教育会議が必置とされましたことに伴

い、本会議の運営方法等につきまして、総合教育会議運営要綱を定めていただきました。 

改正法では、会議の構成員として、地方公共団体の長及び教育委員会となっておりますことから、

給食組合総合教育会議の構成員として、管理者、教育長及び教育委員としておりますが、改正法にお

いて総合教育会議を必置としたことの趣旨であります、予算権限を持つ首長と教育委員会が相互の連

携を図り、調整がついた事項については、それぞれが尊重義務を負うこととなっておりますことか

ら、今回、柏原市の予算権限を有する組合副管理者・柏原市長を本会議の構成員とするよう、運営要

綱の一部改正を提案させていただくものでございます。 

それでは、要綱の一部改正案を読ませていただきます。 

 

（「藤井寺市柏原市学校給食組合総合教育会議運営要綱の一部を改正する要綱」を朗読 ） 

 

内容につきましては、すべて、先ほど申し上げました、会議の構成員に組合副管理者を含めること

とすることに伴うものでございます。 
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以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○管理者 

ありがとうございました。 

ただいま説明のありましたとおり、本会議の構成員として、副管理者を含めるための要綱の改正と

いうことでございます。 

委員のみなさま、何かご意見ございますでしょうか。 

 

○管理者 

特に、よろしいでしょうか。 

 

○管理者 

特にご意見等がないようでございます。 

それでは委員のみなさま、藤井寺市柏原市学校給食組合総合教育会議運営要綱の一部改正につい

て、ご賛成いただけますでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

○管理者 

ありがとうございます。 

それではこの要綱改正を令和元年１１月２５日に施行することといたします。 

今回の改正で、本総合教育会議の構成員に加わっていただくこととなりました副管理者の冨宅柏原

市長がおられますので、一言、ご挨拶を頂戴したいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

○副管理者 

はい、ありがとうございます。 

ただいまの要綱改正によりまして、２５日から構成員ということで、身にあまることで本当に光栄

でございます。ありがとうございます。 

藤井寺市と柏原市の学校給食の方向性、これにつきまして、みなさんと共有させていただき、より

一層、安全安心な給食の提供ということで、私もさらに頑張っていきたい思っておりますし、こうい

った総合教育会議の場で、お話しをさせていただけることを本当に有り難く思っておりますし、予算

権者としましても身の引き締まる思いをしております。どうか皆さんにおかれましては、よろしくご

指導、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げまして、私からの一言の挨拶とさせていただきます。 
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よろしくお願いいたします。 

 

○管理者 

はい、どうもありがとうございました。 

ではこれから、どうぞよろしくお願いいたします。 

次に案件２、その他ということで、何かございますでしょうか。 

 

○管理者 

特によろしいでしょうか。 

はい、特にご意見が無いようでございますので、本日の議事は、以上をもって全て終了しました。 

皆さまにはお忙しい中、お集まりいただきまして、学校給食組合の今後のことにつきまして、いろ

いろとお考えいただいておることもあろうかと思いますが、本日はこれで散会ということにさせてい

ただきます。 

どうも本日は、ありがとうございました。 

 

 

 


